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復興特区法に基づく課税の特例に係る指定の状況(平成 24 年８月末現在)について 

               
 東日本大震災復興特別区域法（以下「法」という。）に基づく課税の特例の適用を受けるた

めには、認定地方公共団体による指定事業者等の指定が必要です。 

今回、平成 24 年８月末現在の課税の特例に係る指定の状況について、復興庁において取りま

とめましたので公表します。 

 

１．平成 24 年８月末現在における、指定事業者等の数及び指定件数は以下のとおりです。 

 

指定件数 
課税の特例の法の根拠 

第 37 条 第 38 条 第 39 条 第 40 条  計 

  ８月末現在  ２８７ ２８９ ２４ １  ６０１ 

 (参考)７月末現在   ２４２ ２３０ ２４ １   ４９７  

 ・法第 37 条の特例：機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除 

 ・法第 38 条の特例：被災雇用者等を雇用した場合の税額控除 

 ・法第 39 条の特例：開発研究用資産の特別償却等 

 ・法第 40 条の特例：新規立地促進税制 

 

指定事業者等の数 
８月末現在 ４８２  

(参考)７月末現在 ３９５  

（注１）課税の特例ごとに指定を受けなければならないことから、１社で複数の特例について指

定を受けている指定事業者等があるため、指定件数より指定事業者等の数が少なくなります。 

 

２．平成 24 年８月末現在における、各県ごとの状況は以下のとおりです。 

 

 青森県 岩手県 宮城県 福島県 茨城県 計 

指定件数 ６３  ３０ １５７ ６１ ２９０  ６０１ 

指定事業者等の数 ６０  ２８ １２８ ５６ ２１９  ４９１ 

（注２）複数の県で指定を受けている事業者等があるため、各県の指定事業者等の数の合計は上

述の「指定事業者等の数 ８月末現在 ４８２」と一致しません。 
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